
主文
１　原告らの請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判

１　原告ら
(1)　被告は，原告Ａに対し３８２８万１７２０円，原告Ｂに対し３７１８万１７２０円及び

上記各金員に対する平成７年１１月１６日から支払済みまで年５分の割合による
金員を支払え。

(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
(3)　仮執行宣言

２　被告
　主文と同旨

第２　事案の概要
１　事案の要旨

　原告らは，被告が開設するＣ病院（以下「被告病院」という。）において担当医師
が適切な処置を怠ったなどの過失又は債務不履行（診療契約上の不完全履行）に
より，原告らの子Ｄ（以下「亡Ｄ」という。）を死亡させたとして，被告に対し，不法行
為の使用者責任又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき，後記各損害及
びこれらに対する亡Ｄ死亡の日（不法行為の日）である平成７年１１月１６日から支
払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の各支払を求めた。
　これに対して，被告は，原告らが主張する過失及び債務不履行を否認するなどし
て争っている。

２　前提事実
　以下の事実は，当事者間に争いがないか，証拠（甲１，１５，１８，乙４，５，１５，２
０，２１，証人Ｅ，同Ｆ，原告Ｂ本人）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事
実である。
(1)　当事者

　原告Ａと原告Ｂは，亡Ｄ（平成２年４月２９日生。平成７年１１月当時５歳６か月）
の両親である。
　被告は，新宮市内において，被告病院を設置・運営している。

(2)　診療経過等
　亡Ｄは，平成７年１０月２８日（以下，月日の記載において，特に断らない限り
平成７年をいう。）から咳嗽が出始め，１１月４日，Ｇ医院を受診し，解熱剤・鎮咳
剤・抗生剤等の処方を受けた。その後，亡Ｄは，一旦は軽快したものの，同月１
０日に悪寒・発熱を催し，翌１１日，再びＧ医院を受診したところ，風邪との診断
を受けた（このときの体温は３８度であった。）。
　亡Ｄは，同月１３日，Ｇ医院を受診したところ，肺炎の疑いありとの診断を受け
（このときの血圧は収縮期が１３４，拡張期が７４であった。），同医院で，レントゲ
ン検査・マイコプラズマ検査・血液検査を受け，坐薬アンビバ５錠を処方された。
　亡Ｄは，翌１４日の夕方から両瞼に浮腫が出現したため，翌１５日，Ｈ病院を受
診し，蛋白尿・気管支炎との診断を受け（このとき，両瞼は浮腫状で，咳嗽も出，
血圧は収縮期が８６，拡張期が５０であった。），同病院では，レントゲン検査・血
液検査・尿検査を受け，点滴処置後，排尿があったほか，昼過ぎには腹痛を催
し，嘔吐した。
　亡Ｄは，同日午後７時２０分，被告病院において，医師Ｆによる診察を受けた。
亡Ｄには，両上瞼に浮腫が見られたものの，肝・脾・下腿には浮腫がなく，心雑
音もなく，橈骨動脈拍動は良好であった。Ｆ医師は，血液検査（検査結果は，ＨＧ
Ｂ《ヘモグロビン》が１５．５，ＨＣＴ《ヘマトクリット》が４７．６であった。），尿検査
（尿色は番茶様で少量。なお，同日午前の排尿後はじめての排尿であった。）を
行い，気管支肺炎・脱水症状との診断をし，入院の上，ソリタＴ１を初期輸液とす
る点滴処置を行い，経過観察とするとの方針を決定した。
　亡Ｄは，同日午後８時４５分，体温３７．０度，脈拍９６，呼吸数３６であり，眼瞼
に浮腫が見られたものの，四肢には浮腫等がなかった。このとき，亡Ｄは，倦怠
感・腹痛を訴えた。
　翌１６日午前０時，亡Ｄは，体温３５．８度，脈拍１００，呼吸数３２で，発汗があ
り，倦怠感・腹痛を訴えた。
　同日午前３時，亡Ｄは，脈拍９６，呼吸数２５で，湿性咳があり，上下肢冷感・倦



怠感・腹痛を訴えた。
　その後同日午前６時までの間に，亡Ｄは，腹痛を訴えるとともに胃液を嘔吐し，
併せて倦怠感をも訴えた。このとき，亡Ｄには発汗，眼瞼浮腫が見られた。
　同日午前６時，亡Ｄは，前日午後７時２０分以後はじめて排尿した（１００ミリリッ
トル，色は番茶様）。このとき，亡Ｄは，体温３５．３度，脈拍８４，呼吸数２４で，腹
痛・倦怠感を訴えるとともに，眼瞼浮腫・空えづき・両下肢冷感が認められた。Ｅ
看護婦は，Ｆ医師の指示により，点滴輸液（ソリタＴ１）にアタＰ（２５ミリグラム）２
分の１アンプルを混入した。
　同日午前７時，亡Ｄは，その上半身の皮膚が湿潤した状態であった。
　同日午前９時，亡Ｄは，レントゲン検査を受けた。
　同日午前１０時，亡Ｄは，Ｉ医師の回診，血液検査（検査結果はＣＰＫが４６９４
であった。）を受けた。このとき，亡Ｄは，口唇色が不良で，眼瞼に浮腫が見られ
るとともに，軽度の呼吸困難を認め，脈拍を触知せず，体温は３５．３度であっ
た。亡ＤはＩＣＵに転室し，医師Ｊの診察を受けた。Ｊ医師は，亡Ｄに対し，ラシック
ス１０ミリグラムを注射するとともに，心電図モニターを装着し，酸素テントを開設
するなどの処置をとったが，同日午前１０時２０分，亡Ｄは，痙攣硬直，呼吸停
止，意識不明，心停止に陥り，人工呼吸，心マッサージの処置を受けたが，同日
午後１時１０分，心筋炎に起因する急性心不全により死亡した。

３　争点及びこれに関する当事者の主張
(1)　被告病院の担当医師に過失ないし債務不履行（以下，両者を併せて「過失等」

という。）があったか。
（原告らの主張）
　亡Ｄは，①感冒症状が１０月１３日ころから長期間遷延したこと，②Ｈ病院にお
いて１１月１５日に実施された血液生化学検査の結果，ＧＯＴが４２，ＬＤＨが５８５
といずれも異常高値が認められ，また，同日採取した血液を再検査した結果，Ｃ
ＰＫが５００ないし６００という，心筋の融解開始を疑わせる異常が認められたこ
と，③１１月１５日午後から，腹痛や嘔吐等，消化器系統のうっ血が生じたと思わ
れる症状が認められたことなどからすると，１１月１５日午後にはウイルス性ない
し突発性の急性心筋炎（ポンプ失調型）を発症したと考えられる。
　そして，亡Ｄには，１１月１５日午後７時２０分の被告病院における初診時にお
いて，①心筋炎の臨床症状である眼瞼浮腫や，その前駆症状である感冒症状
（倦怠感，咳嗽）及び消化器症状（嘔吐，腹痛）が既に長期間継続していたこと，
②脱水症状に顕著な症状（体重減少，水様性下痢便）が見られない上，Ｈ病院
での治療において，点滴処置後，大量の排尿を見るなど，既に脱水症状の改善
を示す兆候があったこと，その後も，③亡Ｄの体重や輸液量等に照らせば，入院
時における輸液処置後，遅くとも１１月１５日午後１１時ないし翌１６日午前０時こ
ろまでには排尿があってしかるべきところ，むしろ発汗等，脱水症状と矛盾する
症状が認められたこと，④体温低下，四肢冷感，湿性咳及び呼吸苦等の感冒症
状や，腹痛，嘔吐，倦怠感等の消化器症状が次第に増悪していったことからす
ると，被告担当医師としては，上記初診時である１１月１５日午後７時２０分，ある
いは遅くとも同日午後１１時ないし翌１６日午前０時には心筋炎等の疑いを抱くこ
とが可能であり，心筋炎等の診断に有効な血液生化学検査，心電図検査，胸部
レントゲン検査及び心エコー検査等の諸検査を実施し，その検査結果をも踏ま
えて心筋炎の治療をすべき義務があったにもかかわらず，上記各症状を看過し
て上記各検査を実施せず，その結果，１１月１６日午前１０時ころまで，漫然，急
性心筋炎の診断・治療をしなかったのであるから，被告担当医師には過失等が
ある。
（被告の主張）
　亡Ｄには，初診時において，①頻脈や胸痛，心音異常等の心不全症状を示す
症状が認められない上，肝肥大や下腿の浮腫等の心機能障害を示す兆候もな
かった。両瞼浮腫や感冒症状，消化器症状は認められるものの，これらは心疾
患に特徴的な症状ではなく，上記のとおり，他に心疾患を疑わせる兆候がない
以上，被告担当医師としては，これらの症状をもって心筋炎の疑いを抱かなかっ
たとしても致し方ない。
　また，②被告担当医師は，問診の際，原告Ｂから，Ｈ病院における血液生化学
検査の結果は正常であった旨の回答を得ていたし，③血液検査の結果，亡Ｄに
は，ＨＧＢ値，ＨＣＴ値に異常があり，血液濃縮状態が認められる上，嘔吐や倦
怠感，咳等の症状があることに照らせば，亡Ｄを感冒による脱水症状とした被告



担当医師の判断は合理的であったといえる。
　その後も，亡Ｄには，④１１月１６日午前６時まで，脈拍，体温，呼吸等のバイタ
ルサインに異常はなかったし，⑤輸液後に排尿が認められないことや，発汗，冷
感及び皮膚湿潤等の症状も脱水症状と特に矛盾するものではなく，また，腹痛
や嘔吐等の消化器症状も，小児の風邪や自家中毒の際に一般的に見られる所
見であり，心筋炎を疑わせるものではないし，⑥１１月１６日午前９時における胸
部レントゲン検査においてさえ，心拡大や肺うっ血等の所見はないが，これは心
筋炎と矛盾する症状である。
　以上によれば，亡Ｄには，初診時に急性心筋炎を疑わせる症状がなく，脱水症
状に肯定的な症状が認められており，その後も，初診時における診断を変更す
べき症状変化は認められなかったのであるから，担当医師に何らの過失等も認
められない。
　そもそも，原告らの主張の前提である，「亡Ｄが急性ウイルス性心筋炎（ポンプ
失調型）に罹患した」こと自体が疑問である。すなわち，亡Ｄには，①心肥大や肝
肥大，下腿の浮腫，頻脈等の症状がなく，特に１１月１６日午前９時実施の胸部
レントゲン検査結果において，心肥大や肺うっ血がなく，同日午前１０時３６分実
施の心電図検査においても，特徴的なＴ波の逆転現象が認められていないこ
と，②亡ＤのＣＰＫ値は，１１月１５日午前には５００ないし６００であったのが，翌
１６日午前１０時には４６９４となっており，短期間に急激な上昇が認められるこ
と，③原告の指摘するＧＯＴ値，ＬＤＨ値は，通常の範囲内であって，異常高値と
はいえないこと，④１０月２８日ころから発症した感冒症状は，死因とは全く無関
係な症状と考えられることからすると，むしろ，亡Ｄは，１１月１６日午前７時以後
に劇症型心筋炎を発症したと考えられる。

(2)　上記過失等と亡Ｄの死亡との間に因果関係があるか。
（原告らの主張）
　被告担当医師が，上記(1)原告らの主張記載の義務を誠実に果たし，心筋炎
の早期診断・早期治療を行っていれば，心筋炎が急性期を脱すれば予後は良
好と考えられていることからみて，亡Ｄは救命できたはずである。
　したがって，上記過失等と亡Ｄの死亡との間には因果関係があるというべきで
ある。
（被告の主張）
　亡Ｄが罹患したのは，単なる急性心筋炎ではなく，劇症型心筋炎であるから，
原告らの主張のうち，心筋炎が急性期を脱すれば予後は良好であるという前提
自体が本件に妥当しない。劇症型心筋炎においては，心筋炎と診断されたにも
かかわらず死亡に至った例が多く，また，心不全のみならず不整脈による突然
死の例もかなりあるなど，劇症型心筋炎の救命可能性は極めて低い。
　また，劇症型心筋炎の患者に対する救命措置としては，部分的体外補助循環
（ＰＣＰＳ）や模型人工肺（ＥＣＨＯ）により血液の体外補助循環を行った上で手術
を施す必要があるところ，亡Ｄは当時５歳であったから，部分的体外補助循環を
施すことはできないし，模型人工肺による補助循環を施すには，特別な設備・熟
練したスタッフが必要であるが，本件当時の被告病院にはそのような設備・スタ
ッフは揃っておらず，それらが揃った他の病院に転院させることも不可能であっ
た。
　以上によれば，亡Ｄには救命可能性があったとはいえないから，上記過失等と
亡Ｄの死亡との間に因果関係は認められないというべきである。

(3)　原告らの損害額はいくらか。
（原告らの主張）
　治療費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２万５７６０円
　入院雑費（２日分）　　　　　　　　　　　　　　　　２８００円
　付き添い看護費（２日分）　　　　　　　　　　　１万００００円
　亡Ｄの逸失利益　　　　　　　　　　　　４１５６万４５６８円

　亡Ｄは，死亡当時，５歳であり，前記不法行為ないし不完全履行がなかっ
たら，１８歳に達した後６７歳までは平成７年度賃金センサスによる産業計・
企業規模計女子労働者の学歴計平均年収である３２９万４２００円を得るこ
とが可能であったはずである。以上を基礎に，３割の生活費を控除した上，
新ホフマン方式により年５分の割合の中間利息を控除して，亡Ｄの死亡時
における逸失利益の現価を算定すると，次の算定式のとおりとなる。

　　　　　　3,294,200×(1－0.3)×18.025＝41,564,568円



　亡Ｄの慰謝料　　　　　　　　　　　　　　２０００万００００円
　小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１６０万３１２８円
　原告らの相続分（各２分の１）　　　　　各３０８０万１５６４円
　原告ら固有の慰謝料　　　　　　　　　　　各３００万００００円
　原告Ａが負担した葬祭費　　　　　　　　　　１００万００００円
　原告Ａの弁護士費用　　　　　　　　　　　　３４８万０１５６円
　原告Ｂの弁護士費用　　　　　　　　　　　　３３８万０１５６円
　総計                      　
　原告Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　３８２８万１７２０円
　原告Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　３７１８万１７２０円
（被告の主張）
　治療費を除くほか，原告らの上記主張は不知ないし争う。

第３　争点に対する判断
１　争点(1)（過失等の存否）について

(1)　原告らの主張は，要するに，①初診時である１１月１５日午後７時２０分に急性
心筋炎（またはこれに起因する心不全）との診断をせず，その疑いすら抱かなか
ったこと，及び，②同日午後１１時ないし翌１６日午前０時ころまでに脱水症との
初期診断を修正し，急性心筋炎（またはこれに起因する心不全）との診断をせ
ず，その疑いすら抱かなかったこと，その結果，心筋炎に対する治療をしなかっ
たことをもって過失等に該当するというものであり，いずれも上記各時点におい
て既に急性心筋炎（またはこれに起因する心不全）を発症していたことを前提と
するものであるから，まず，心筋炎の発症時期，すなわち，その時点で急性心筋
炎を発症していたと認められるかについて検討する。

(2)　証拠（甲３，４，７，９，１０，１２ないし１４，１６，乙１，１４，１８，証人Ｋ，鑑定）に
よれば，以下の事実が認められる。
　心筋炎の発症を疑わせる症状としては，すべての心筋炎において必発，ある
いは，心筋炎以外の疾病時には認められないというわけではないものの，胸
痛，動悸，呼吸困難，感冒症状，消化器症状（嘔吐ないし吐き気を含む。），倦怠
感，浮腫，四肢冷感，乏尿，頻脈，徐脈，不整脈，交互脈，心音異常等が，同様
に心筋炎の発症を疑わせる検査結果としては，心電図異常，ＣＰＫ・ＬＤＨ・ＧＯＴ
等の上昇，心エコー図における左心機能低下・心膜液貯留等がある。
　この点に関連して，ウイルス性ないし突発性急性心筋炎の臨床診断の手引
（厚生省特定疾患突発性心筋症調査研究班研究報告集，１９９０，要旨）には，
①心症状にかぜ様症状や消化器症状，また皮疹，関節痛，筋肉痛などが前駆
症状また主症状として合併することが少なくない，②身体所見に頻脈，徐脈，聴
診で心音減弱，奔馬調律（第Ⅲ，Ⅳ音），心膜摩擦音，また収縮期雑音などを認
めることがある，③心電図は通常なんらかの異常所見を示す。これはⅠ～Ⅲ度
房室ブロック，ＳＴ－Ｔ波の変化，心室内伝導障害，低電位差，心室性や上室性
期外収縮，心室頻脈，上室性頻脈，心房細動，異常Ｑ波などを含む，④血清中
の心筋逸脱酵素（ＣＰＫ・ＭＢ分画），ＬＤＨ１・２型・ＧＯＴ）の上昇，ＣＲＰ陽性，赤
沈促進，白血球増加などを認めることが多い，⑤胸部Ｘ線像で心拡大を認めるこ
とが多い，⑥心エコー図で左心機能低下や心膜液貯留を認めることがある，⑦
上記第２ないし第６項目の所見は短時間に変動することが多い，⑧急性期と寛
解期に採取した組血清におけるウイルス抗体価の４倍以上の変動は病因診断
に有用である。咽頭ぬぐい液，尿，糞便，血液，心膜液，心筋からのウイルス分
離またはウイルス抗原の確定は病因診断に有用である，⑨心内膜心筋生検所
見は診断確定に有用であるが陰性所見でも心筋炎は否定されない，⑩急性心
筋梗塞などとの鑑別が必要なことがある，との点が指摘されている（甲３，甲１
３）。
　原告らは，心筋炎の発症を疑わせる上記症状等のうち，亡Ｄに，感冒症状，消
化器症状，倦怠感があったこと，眼瞼に浮腫が認められたこと，１１月１５日にＨ
病院で行われた血液生化学検査において，ＧＯＴが４２，ＬＤＨが５８５といずれも
異常高値を示し，また，その時採取した血液を再検査した結果，ＣＰＫが５００な
いし６００という心筋の融解開始を疑わせる数値が認められたことを指摘し，これ
らによれば，亡Ｄは，１１月１５日午後７時２０分の被告病院初診時において，あ
るいは遅くとも同日午後１１時ないし翌１６日午前０時ころには，ウイルス性ない
し突発性の急性心筋炎を発症し，心不全症状が現れていたと主張する。そして，
甲１６（小児科医師Ｌの意見書）には，原告らの主張に沿う「平成７年１１月１６日



Ｃ病院で亡くなられた本件患児の死因は，先行する感冒様症状が存在するこ
と，１１月１４日以降心不全症状が進行したこと，死亡当日の朝実施された心エ
コー検査の結果のＥＦ（駆出率）１７％（正常値６０－７０％）に示される極めて重
症のポンプ機能低下が存在したことにより判断し急性ウイルス性心筋による心
不全死と臨床診断される。〔その発生時期について，〕Ｇ医院での受診歴より患
児の前駆症状は１０月末より感冒を繰り返していた時期に始まっていたと推測さ
れる。ウイルス性心筋炎の主原因となるエンテロウイルス（コクサッキーＡ群，Ｂ
群，エコー等の感冒ウイルス）の潜伏期間は通常３－１０日間である。１１月１０
日から連続した熱発がみられておりウイルス感染のピークがここにある。潜伏期
間日数の幅を考慮しても潜伏期間の後半は１１月５日以後にあたる。この頃より
ウイルス血症が存在し，ウイルスの心筋への直接浸潤は開始された。その後５
日間経過した１１月１０日を過ぎる時期より第２相のリンパ球による心筋細胞破
壊の病態に移行している。１１月１３日までは心拍出量の低下は代償性機構に
よりカバーされており心症状はみられない。１１月１４日頃より代償不全に陥り眼
瞼浮腫，易疲労感などの心不全症状が顕在化している。心筋障害にて心拍出
量が低下し腎への血流供給が不十分となると尿量は低下し，全身性浮腫に先
立って血管抵抗の減弱しやすい顔面や，四肢末端に浮腫は出現する。本件患
児に心不全症状が顕在化するのはこの日である。ウイルス学的にはウイルス血
症によって心筋障害が始まる時期，すなわち１１月５日頃と発症時期はされる
が，臨床医学的に診断される本件患児の急性ウイルス性心筋炎の発症時期は
心症状である眼瞼浮腫が出現した１１月１４日とするのが適当である。」との意見
が記載されている。　しかしながら，亡Ｄは，１１月１６日午前６時まで脈拍数が正
常値を示しており，頻脈・徐脈は認められないし（前記前提事実のとおり，１１月
１５日午後８時４５分には９６，翌１６日午前０時には１００，午前３時には９６，午
前６時には８４。なお，正常値は７０ないし１１５である《乙１３》。），１１月１５日午
後７時２０分の時点では心雑音も認められないなど，その他の症状は認められ
なかった。のみならず，血液濃縮（前記前提事実のとおり，１１月１５日午後７時２
０分にはＨＧＢ１５．５《乙１８によれば，６歳児の正常値は１２．８であり，証人Ｋに
よれば，正常値は１１ないし１２である。》，ＨＣＴ４７．６《乙１８によれば，６歳児の
正常値は４０，証人Ｋによれば，４０以上をもって濃縮状態にあると認めらる。》）
が認められたこと，１１月１６日午前９時に行われたレントゲン検査によっても心
肥大が認められず（乙１４，証人Ｋ，鑑定），それ以前も心肥大が起こっていたと
は考えにくいことは，いずれも心筋炎の発症を否定する方向に働く要素である。
とりわけ，前者は，心筋炎が引き起こす心不全のメカニズムないし血液濃度との
関係，すなわち，心不全が起こると，体内の水分量が増加するとともに，血液中
の水分量が増加し，血液は希釈されることとなる（その水分が体内の各部位に
貯留して起こるのが浮腫である。）ことを考えると，心筋炎とは矛盾するものであ
る（証人Ｋ，鑑定）。
そして，原告らが指摘する上記症状等はいずれも心疾患に特有のものではな
い。また，浮腫についていえば，点滴による輸液補給にかかわらず，悪化した所
見が見られなかった（眼瞼以外に浮腫はなく，眼瞼の浮腫も悪化の方向をたどっ
ていたとは認められない。）こと，併せて，呼吸数にも着目すると，前記前提事実
のとおり，１１月１５日午後８時４５分に３６であったのが，翌１６日午前０時には３
２，同日午前３時には２５，同日午前６時には２４と落ち着く方向に推移している
（なお，２ないし６歳児の正常値は２０ないし３０である《乙１３》。）ことからすると，
むしろ心疾患以外の原因を疑わせるものである（証人Ｋ，鑑定）。
　以上からすれば，Ｌ医師の上記意見書は，血液濃縮について十分な考察を欠
いているから，これを採用することはできない。
　他に，原告らの上記主張を認めるに足りる的確な証拠はない。かえって，以上
認定事実及び証拠（乙１４，証人Ｋ，鑑定）によれば，亡Ｄは，１１月１６日午前０
時の後に劇症型心筋炎を発症したものと推認される。
　そうすると，原告が主張するとおり遅くとも１１月１６日午前０時ころまでに心筋
炎の発症があったと認めることはできない（なお，原告らが指摘するとおり，眼瞼
浮腫や発汗等，脱水症とは必ずしも合致しない症状が存在したことからすると，
亡Ｄは脱水症以外の疾病にも罹患していたことが強く疑われるというべきである
が《証人Ｋ，鑑定》，脱水症に合致しない症状が存在していたからといって，直ち
に心筋炎の発症が認められるわけではないから心筋炎の発症に関する上記の
認定判断が左右されることはない。）。



　したがって，上記時点までに心筋炎を疑い，これに対処すべく処置をしなかっ
たことをもって原告ら主張の過失等があったということはできない（仮に，原告ら
が主張するとおり，被告病院担当医師が，亡Ｄの症状について，１１月１６日午
前１０時の急変時より前に心疾患を疑い，心エコー検査・心電図検査等を行った
場合には，より詳細な情報を得られた可能性は否定できないものの，上記のと
おり，１１月１５日午前０時ころまでに心筋炎の発症を認めることができない以
上，上記各検査を行っていたとしても心筋炎であるとの診断が可能であったと認
めることはできないし，また，それらの検査を行わなかったことをもって過失とい
うこともできない《鑑定》。）。

２　結論
　以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告らの請求は理由が
ないから棄却することとして，主文のとおり判決する。
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